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厚木市複合施設内のカフェ・売店等の運営に向けたサウンディング型市場調査

実施要領 

 

令和６年２月２日 

厚木市都市整備部市街地整備課 

 

１ 調査の目的 

 本調査は、厚木市複合施設を整備するに当たり、民間事業者の有する知見等を最大限い

かせるよう、実施条件等に関する意見及び提案等を個別に対話形式で聴取することによ

り、厚木市複合施設整備事業（以下「本事業」という。）の具体化に役立てることを目的

とします。 

 

２ 事業概要 

 本事業の概要については、厚木市（以下「本市」という。）のホームページにおいて公

表している次の資料を御参照ください。 

 

資料名 厚木市複合施設等整備基本計画（令和２年１月厚木市） 

URL 
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/shigaichiseibika/7/basic

plan/8/5780.html 

資料名 本厚木駅周辺歩いて楽しいまちづくり推進計画（令和４年９月厚木市） 

URL 
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/shigaichiseibika/5/hon

atsugi_walkableplan/32707.html 

資料名 厚木市複合施設基本設計の概要（令和４年 10月厚木市） 

URL 
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/shigaichiseibika/7/basic

_design/kihonsekkeigaiyou/33839.html 

資料名 
厚木市複合施設整備事業設計施工一括型業務公募型プロポーザルの審査結果

について（技術提案書抜粋） 

URL 
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/shigaichiseibika/7/detai

l_design/dbkoukou/35738.html 

 

 また、本市が現時点において想定している複合施設の平面図等については、本調査の参

加者のみに個別に開示しますので、次の項目５の個別対話の手続における「個別対話参加

申込書（別紙１）」とともに「守秘義務に関する誓約書（別紙２）」を提出の上、個別開示

資料の送付（貸与）を受けてください。 
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３ スケジュール 

実施要領の公表 令和６年２月２日（金） 

個別開示資料の送付（貸与）開始 令和６年２月２日（金） 

個別対話の参加申込期限【別紙１、２】 令和６年２月 21日（水）午後５時まで 

個別対話の実施日時及び実施場所の連絡 令和６年２月 29日（木）まで 

意見及び提案等要旨の提出期限【別紙４】 令和６年３月６日（水）午後５時まで 

個別対話の実施 令和６年３月 14日（木）、15日（金）、

18日（月） 

※ 申込状況により変更する可能性が

あります。 

実施結果概要の公表 令和６年４月下旬（予定） 

 

４ 個別対話の内容 

(1) 個別対話の対象者 

 カフェ・売店運営事業の実施主体となる意向を有する事業者（個人、法人又はグルー

プは問いません。）とします。ただし、次のいずれかに該当する者を除きます。 

ア 厚木市暴力団排除条例（平成 23年厚木市条例第 12号）に定める暴力団員等、暴力

団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者 

イ 神奈川県暴力団排除条例（平成 22年神奈川県条例第 75号）第 23条第１項又は第

２項の規定に違反する者 

(2) サウンディング対象施設の概要 

施設名称 厚木市複合施設 

整備予定地 厚木市中町一丁目 717番地 1ほか 

敷地面積 約 12,800㎡ 

延べ面積 約 46,800㎡ 

カフェ・売店、市民ロビー部分

の概要 

 

＜カフェ・売店＞ 

場所：１階南側エントランス付近 

規模：約 200㎡ 

【売店約 78㎡、カフェ約 122㎡（座席約 96㎡、厨房

約 26㎡）】 

屋内約 40席 

 

＜市民ロビー＞ 

場所：８階西側 

規模：約 187㎡ 

市民利用スペース（自販機、飲食コーナーほか） 

供用開始 令和９年度（予定） 
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 (3) 個別対話項目 

 本事業は、厚木市複合施設等整備基本計画（以下「基本計画」といいます。）に定める

「複合施設整備の基本理念」を実現し、図書館、（仮称）未来館、市庁舎を始め、消防本

部や国県の行政機関等が互いに関係し合い、複合施設による相乗効果を生み出していく

ための機能を備えた施設を整備することを目的としています。 

 このため、基本計画、「カフェ・売店等の事業概要（案）（別紙３）」及び個別開示資

料を踏まえ、本事業の目的の達成に向けて自らの能力を最大限いかす観点から次に示

す個別対話項目について意見及び提案等を求めます。 

 なお、各個別対話項目に関する意見及び提案等の要旨については、個別対話の手続に

おける「意見及び提案等の要旨（別紙４）」に記入の上、令和６年３月６日（水）午後

５時までに次の項目８の問い合わせ先に提出してください。 

 

ア 本事業への参加について 

イ 運営者の募集について（募集条件、契約期間、賃料など） 

ウ レイアウト・必要設備等について（面積、配置など） 

エ 運営に関する内容について（連携機能、営業時間、販売協力など） 

オ 自由提案及び意見 

 

５ 個別対話の手続 

(1) 現地見学会及び説明会 

 現地見学会及び説明会は行いません。 

(2) 個別対話の参加申込み 

 個別対話の参加を希望する場合は、「個別対話参加申込書（別紙１）」に必要事項を記

入するとともに、個別開示資料の提供を受けるための「守秘義務に関する誓約書（別紙

２）」に必要事項を記入（押印省略）の上、電子メールに件名を「個別対話参加申込（申

込法人名称）」として別紙１及び別紙２の電子ファイル（ＰＤＦ形式）を添付して、次

の項目イの申込先に提出してください（電子メールでの提出が難しい場合は郵送、窓口

持参でも可とします。）。 

ア 申込受付期間 

 令和６年２月２日（金）から２月 21日（水）午後５時まで 

イ 申込先 

 次の項目８の問い合わせ先のとおり 

ウ 個別開示資料の送付（貸与）について 

参加申込書及び守秘義務に関する誓約書の受付確認後、令和６年２月２日（金）以

降に参加者の担当者宛てに電子メールで送付します。（電子メールでの受取りが難し

い場合や窓口での受取りを希望される場合には個別開示資料（ＣＤ）を貸与しますの

で、事前に御連絡ください。）なお、個別開示資料には検討中の内容が含まれますの

で、取扱いには十分注意してください。 
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(ｱ)個別開示資料 

・配置、平面図 

・設備一覧 

(3) 意見及び提案等要旨の提出 

 個別開示資料の提供を受けた参加者は、「意見及び提案等要旨（別紙４）」に必要事項

を記入の上、電子メールに件名を「意見及び提案等要旨（申込法人名称）」として別紙４

の電子ファイル（Ｗｏｒｄ形式）を添付して、次の項目イの申込先に提出してください。 

 なお、意見及び提案等の要旨に関連した資料等を提示いただける場合は、個別対話の

実施日に 10部を持参いただくか、又は、電子ファイル（ＰＤＦ形式）として本意見及

び提案等要旨とともに提出してください。 

ア 提出期限 

 令和６年３月６日（水）午後５時まで 

イ 申込先 

 次の項目８の問い合わせ先のとおり 

(4) 個別対話の日時及び実施場所の連絡 

 個別対話の日時及び実施場所については、「個別対話参加申込書（別紙１）」に記入い

ただいた希望日時を踏まえて調整の上、令和６年２月 29日（木）までに、参加者の担

当者に電話又は電子メールで連絡します。 

 なお、個別対話の日時については、希望に沿えない場合もありますので、あらかじめ

御了承ください。 

(5) 個別対話の実施 

ア 実施期間 

 令和６年３月 14日（木）、15日（金）、18日（月） 

※ 申込状況により変更する場合があります。 

イ 実施時間 

 午前９時から午後５時までの間の 50分程度を予定 

ウ 実施場所 

 決定後、通知します。 

エ その他 

(ｱ) 個別対話の実施に当たり、「意見及び提案等の要旨」に記載いただいた意見又は

提案等に関連して資料等を提示いただける場合は、提出分として 10部を個別対話

実施日に御持参いただくか、又は「意見及び提案等の要旨（別紙４）」の提出時に

併せて電子ファイル（ＰＤＦ形式）で提出してください。 

(ｲ) 提出いただいた資料等の著作権については、それぞれの参加者に帰属しますが、

提出いただいた資料等は返却しません。 

(ｳ) 本調査に関係のない意見又は提案等その他対話の趣旨から外れた内容につい

ての意見又は提案等があった場合は、当該参加者に対して対話を実施しない（中断

する）場合があります。 
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６ その他 

(1) 費用負担 

 個別対話への参加に要する費用（書類作成、対話等への参加費用等）については、参

加者の負担とします。 

(2) 参加者及び対話内容の扱い 

ア 本事業に関する事業者選定に当たり、当該個別対話への参加実績が優位性を持つ

ものではなく、評価の対象にはなりません。 

イ 個別対話における発言はその時点での想定によるものとし、何ら約束するもので

はありません。 

ウ 対話においていただいた意見及び提案等については、本事業における実施条件等

の検討に当たり参考としますが、必ずしも条件に反映されるものではありません。 

(3) 追加調査（対話）等への御協力 

 個別対話の実施後においても、必要に応じて追加調査（対話のほか、書面による照会

を含みます。）を行う場合がありますので御協力をお願いします。 

(4) 個別対話の実施結果の公表 

 個別対話の実施結果については、概要を本市のホームページで公表する予定です。 

 当該公表前に各参加者からの意見及び提案等に関する公表内容の確認を行いますの

で御協力をお願いします。 

 なお、個別対話の実施結果の公表に当たり、参加者の名称は公表しません。 

 

７ 添付資料 

(1) 別紙１ 個別対話参加申込書 

(2) 別紙２ 守秘義務に関する誓約書 

(3) 別紙３ カフェ・売店等の事業概要（案） 

(4) 別紙４ 意見及び提案等の要旨 

 

８ 問い合わせ先 

 本調査に関する質問等がある場合は、次の連絡先までお問い合わせください。 

厚木市都市整備部市街地整備課中町第２－２地区整備係 

 郵便番号：〒243-8511 

 住 所：神奈川県厚木市中町３－17－17（厚木市役所第二庁舎 14 階） 

 電 話：(046)225-2470（直通） 

 Ｆ Ａ Ｘ：(046)224-4802 

 E-mail ：5000＠city.atsugi.kanagawa.jp 

 


